
4長 監 委 第 6号
令 和 4年 5月 24日

長 岡京 市議 会議 長

三 木 常 照 様

長 岡京 市監査委員

田 中 恭  介

同

進 藤 裕 之

定期 監査 及 び随時監査 (工 事 監査 )の 結 果報 告 につ い て

地方 自治法第 199条 第 4項及び第 5項 の規定に基づき、定期監査及び

随時監査 (工 事監査)を 実施 したので、その結果を同条第 9項 の規定によ

り、次の とお り提出 します。

なお、同条第 14項による通知があ りま したので、併せて報告 します。



1 監査実施 日及び対象

令和 4年 1月 26日

〃 2月 16日

定 期 監 査

北開田会館、総務課・選挙管理委員会・固定資産評価審査委

員会、消費生活センター、総合交流センター、文化財保存活

用課、中央公民館、図書館、北開田児童館

職員課、総合調整法務課、市民課、上下水道総務課

水道施設課・浄水場、下水道施設課

自治振興室、防災・安全推進室

多世代交流ふれあいセンター

〃 3月 14日

2 監査の方法

監査実施 日の前々月末までに執行された令和 3年度分 (必要に応 じて過年度分含

む。)の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、事前に提出を

求めた監査資料に基づき、その執行が適正かつ効率的に行われているかどうかに重点

をおいて試査 した。

また、所属長及び担当職員から、必要に応 じて事務事業の概要及びその執行状況の

説明を求め、さらに質問を加え、関係書類を審査 して監査を実施 した。

3 監査の結果

監査を実施 した各所管に係る財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

については、おおむね適正に処理されていると認められた。

なお、一部事務処理等に不備及び改善・検討を要する事項が見受けられたので、今

後留意して事務を進められたい。

監査結果の概要は次のとお りである。ただし、監査の際に見受けられた軽微な事項

については、その都度担当職員に対 して改善・検討を回頭で指導 したので、記述は省

略 した。
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(1) 北開田会館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(2) 総務課・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(3) 消費生活センター

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(4) 総合交流センター

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(5) 文化財保存活用課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(6) 中央公民館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(7) 図書館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(8)北 開田児童館

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(9) 職員課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。
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(10) 総合調整法務課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(11) 市民課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(12) 上下水道総務課

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(13) 水道施設課・浄水場

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(14) 下水道施設課

【監査の結果】

「いろは呑龍 トンネル南幹線接続工事その 1」 に関する補償費の発生に至るまでの業

務の進め方については、熟慮に欠けた感は否めない。今後の事業執行にあたっては、

下記の項目について充分留意の上、取り組まれたい。

① 特記仕様書に明記されている条件等については、慎重に定められたい。

② 事業の執行にあたっては、より慎重に見通しを立てて進められたい。

③ 関係機関との協議記録及び報告、またそれに応じた協議及び判断記録について

は、文書として保存し適切に事務処理をされたい。

【改善措置状況】

① 関係機関と十分協議を重ねた上で、特記仕様書に明記する。

② 事業の執行は、関連事業の進捗を考慮して慎重に進める。

③ 関係機関との協議や報告毎に議事録・判断記録を作成し、保存する。

(15) 自治振興室

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(16) 防災・安全推進室

【監査の結果】
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対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。

(17) 多世代交流ふれあいセンター

【監査の結果】

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。
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随時監査 (工事監査 )

1 監査実施 日及び監査対象工事名

令和 4年 1月 14日 (金 )

新庁舎等建設工事に係 る 1期庁舎新築工事

2 監査の方法

今回の監査は、協同組合総合技術士連合の協力を得て、新庁舎等建設工事に係る 1期庁

舎新築工事を対象に、本工事が適正かつ効率的に施工されているかどうかを主眼におき、

関係者の説明を聴取するなどして、工事関係書類等の審査及び現場監査を実施 した。

3 監査の結果

監査の結果、対象工事については総括的に良好であり、おおむね適正に施工されてい

ると認められた。

なお、監査結果の概要は次のとおりである。
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新庁舎等建設工事に係る1期庁舎新築工事

1 工事概要

(1)用途地域の指定等

近隣商業地域

(2)建物用途

事務所 。集会場

(3)その他の地区

準防火地域 特別用途地区 (特定大規模小売店舗制限地区)

(4)敷地面積等

9,656.13ぽ (う ち北敷地側 6,634.98ピ  南敷地側 3,021.15ピ )

(5)建築面積

3,207.97ピ 延床面積  19,538.42ピ
(6)軒  高

GL+33.Om 最高高さ GL+36.2m
(7)根切深 さ

GL-7.79m
(8)地  業

浅層混合処理 (ス ラリーエ法)

(9)外装仕様
コンクリー ト打放 しの上、仕上塗材ベルアー ト等

(10)屋根仕様

塗膜防水

(11)外構工事

アスファル ト、コンクリー ト、インターロッキングブロック舗装

(12)そ の他工事

家具他

2 技術調査の概要 と総括所見について

当該調査は設計図書並びに担当課等で準備 された着工前・契約・着工後の文書類及び、

建築施工の進捗状況、出来形、出来栄えの一部について現場調査を実施 した。

地下 1階部分に設置の免震装置の据付状況と、地上 1階部分の型枠・鉄筋組立作業の進

捗状況を確認 した。柱型枠の内法寸法、柱鉄筋の組立、スペーサーの種類、数量、配置等

は施工計画書等に従って施工されてお り特に問題は無かった。

仮設工事については地下 1階部分の型枠・支保工の組立状況の確認を行ったが構造的に

は堅固で安全衛生規則の遵守も適切であると判断した。

設計は発注者の理念・基本方針が建築、電気設備・機械設備の設計技術に反映 されてい

ることが確認できた。関連法令、各種基準類が遵守 され、本質安全設計要素技術 も確認で

きた。特に市の基本方針でもある災害発生時の行政拠点としてのBCP対 応 (企業継続 )

も意図とした持続可能な社会形成に相応 しい次世代型市庁舎のユニバーサルデザイン計

画の基本的な考え方の原則が明確に設定された合理的な設計である。

一方、設計の想いを形にする施工 (建築)も現在まで無事故無災害で推移 してお りQ(品
質)C(コ ス ト)D(工 期)S(安 全)及びE(環境)の要素がバランス良く管理できて

いた。プライオ リティーの方々を始め多くの市民の皆さんが安心 して快適に集える新市庁
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舎の完成に向けて 「京都府長岡京市議会の新庁舎等建設工事請負契約に関する決議事項」

の四項 目に逸脱事項も無 く行政側の監督指導・事務処理並びに設計監理業務等が適切であ

ると判断 した。

3 着工前の書類調査について

(1)全体計画・位置付け及び、工事の進め方について

長岡京市第 4次総合計画第 2期基本計画における柱「まち」、分野「市街地」の施策「中

心市街地整備の推進」における実施計画事業「新庁舎等建設及び周辺整備事業」での位置

付けが確認できた。また、本工事の基本的な進め方の手順としては、庁舎の機能を維持し

つつ、現庁舎の (地上 4階 。地下 1階、RC造他、延床面積約 8,536ポ)等を改修・解体

しながら産業文化会館や保健センター等の付加機能を備えた新庁舎を 1期、2期 に分けて

建設する手順について担当部門から説明があった。また、長岡京市のHPに掲載の「長岡

京市公共施設等再編整備構想 2017」 でも確認できた。
一方、着工後の工事予定については同HPに掲載の「新庁舎建設工事スケジュール 【令

和 3年 3月 1日 現在】」の工程表と解説 (文)で紹介されていた。

(2)施工業者の総合評価方式について

本工事の施工業者の入札方法については、入札価格と併せて価格以外の提案 「技術提

案」を評価して落札者を決定する「総合評価方式」 (地方自治法施行令第 167条の 10の 2

の規定に基づく総合評価一般競争入札)が採用されていた。

技術提案の評価にあたっては「配置予定技術者」。「工程管理」。「品質管理」。「安全管理」・

「地域、社会への貢献」の 5項 目について提案を求められていた。
「技術提案」の評価にあたっては、「長岡京市新庁舎等建設工事業者評価委員会」を設

置し、5名 の審査委員により評価項目や評価基準の決定と技術提案書の審査が行なわれて

いた。評価にあたっては、提案書面及びヒアリングを通じて審査し、各委員が技術評価を

確定させたものを集計されていた。落札者は応募者 5社中「工程管理」の項目においては

最も高い評価を得ており、また、他の項目においても、コンクリー ト打設や漏水防止策と

いつた品質確保の面や、来庁者等への安全確保の面、さらに地域貢献の面等において具体

的な提案が随所に見られた等から本工事の施工は十分行えるものであると評価されてい

たことが確認できた。

技術提案の評価にあたつては重要な役割を担った評価委員会委員の選出基準を設ける

ことが望ましい。

【監査結果に対する措置状況について】

(2)施工業者の総合評価方式について

今後の案件において検討します。

(3)施工業者の機械器具設置業の登録について

当該工事では運搬機設置工事に含まれる昇降機 (エ レベーター)3台の設置工事及び内

燃力発電設備 (非常発電機)1台の設置工事が確認できる。ついては、令和 2年 5月 13

日の請負業者戸田建設の許可において機械器具設置業が確認できない。

この扱いについては契約時点で同社に機械器具設置業 (写)の許可が確認できない場合
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は同許可を有する下請業者の許可証 (写)を担当課へ提出等の措置が望ましい。

【監査結果に対する措置状況について】

(3)施工業者の機械器具設置業の登録について

下請け業者の許可証 (写)を整備 しました。

(4)事前調査について

①現地地盤調査について

平成 30年 11～ 12月 に敷地内で地質調査 (ボー リング 8ヵ 所)を行っている。

敷地の地層構成から液状化、基礎形式が検討 されていた。

GL± 0～-4.67mに N値 2～ 13の埋土層 (F層 )

GL-2.28～ 4.67m以深に N値 3～ 27の礫質土層 (Dsgl層 )

GL-5.61～ 8.62m以深に N値 2～21の砂質土・粘性土互層 (Dalt層 )

GL-8.11～ 10.83m以深に N値 30～ 60の礫質土層 (Dsg2層 )が分布する。

1)液状化について

・地表面における設計用水平加速度 α maxは 「建築構造設計基準」により2.Om/s2と す

る。
・検討深さは地表面より20m以浅とする。

・検討対象地盤の液状化指標値 FL値は最小値 1.24(〉 1.0)で あ り、液状化発生の可能

性はないと判定される。

2)基礎計画について

・基礎形式はGL-8.11～ 10.83m以深の N値 30～60の砂礫層、礫質土層 (Dsg2層 )を支

持地盤 とする直接基礎 (べた基礎 )と する。

・基礎下端 (GL-8.lm程度)と 支持地盤の間は層厚 2～3m程度の浅層地盤改良を行 う。

・Dsg2層 は N値 30以上、層厚 5m以上で建物を安定 して支持できると判断する。

②新市庁舎の建築によるテ レビ受信電波障害調査について

平成 31年 2月 22日 に当該調査 として机上での検討結果が下記のように報告 されてい

た。

1)調査会社 :川崎興業株式会社

2)建造物障害の概要

建造物によるテレビ受信障害は、テ レビ送信所からのテレビ電波が建物によって遮

られ、その背後に電波的な陰が出来るために発生する。従って、建造物の直後の障害

が最もひどく、離れるに従って次第に軽減する。また、中高層建造物では ビルの壁面

に電波が反射 して、障害を発生する場合もある。

実際の障害範囲は建造物の形状、テ レビ電波到来方向に対する建造物の配置状態、

周囲の状況、地形および電波の強さなどにより異なる。

3)建造物 (新市庁舎)による環境影響調査 (テ レビ電波への影響 )

地上デジタル放送のテレビ受信障害の予測を行 う上での調査対象範囲 (障害予想範

囲と要確認範囲を含めた地域)は机上検討図で示 される。
「机上検討図」で示す要確認範囲とは、建造物の建設によつて受信機入カ レベル範

囲の最小値を下回る場合があり、散発的な障害発生に注意する範囲である。

地上デジタル放送のテ レビ受信障害地域の予測計算は現地の受信状況等のデータ

を必要 とする。この現地調査をすることによつて得たデータをもとに、障害予測計算
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を行い予測地域が決定される。従って現地調査を実施後では障害予測範囲が異なるこ

とがある。机上検討図では検討した電波とその方向、新庁舎の建物によって電波障害

を受ける方向と確認を要する範囲を示す。

(5)契約時の文書類調査について

契約時に規定の文書類や証憑添付書類については特に問題は無かった。

(6)着工前の事前調査について
1現場説明書での示達事項 と順守状況について

・学童通学路等に関する位置及び周囲の状況等についての調査結果が掘削工事施工計画

書等に反映されていると判断 した。
・施工に係 る交通条件については施工者側では交通条件等を勘案 して工事場外における

工事車両の違法駐車や工事車両の監視人や現場進入・退出・停車・通学学童等の障害

とならないよう複数の交通監視人の配置、デジタル技術を活用 した管理システムで車

両毎にリアルタイムの管理を行い交通災害防止・近隣社会への迷惑防止を図っていた。

②関係官公庁等との事前協議について

長岡京市上下水道部と沿道掘削工事に関する打合せの議事録の確認等によりこれら
の打合せ協議等が適切に実施されていると判断した。

4 実施設計について

(1)設計方針について実施設計概要版で確認 した事項

基本理念
「にぎわい溢れ、安心に包まれる、未来の長岡京を創造する庁舎」

基本方針

①市民の安全 。安心を支える庁舎
・高い耐震性と安全性を確保するため、地震に強い免震構造を採用する。
・災害時に災害対策本部としての機能を十分に発揮できるよう、ライフラインの途絶に

対して継続して機能維持できる庁舎とする。
・災害時の救助、救援活動などの拠点として利用できる会議室や市民広場などを整備す
る。

②市民に開かれた、にぎわいあるまちづくりの拠点となる庁舎
・産業文化会館や保健センターなどの付加機能及び市民広場や歴史展示スペースを設け
ることで中心市街地施設との連携を考慮したにぎわい創出の拠点とする。

・市民活動を支え交流を育むため、低層部を休日開放エリアとし、市民が気軽に立寄る
ことができる親しみやすい庁舎とする。

③経済性・環境性能に優れ、機能的な庁舎
・省エネルギー化や自然エネルギーの活用を行い、環境負荷低減に配慮するとともに、
ライフサイクルコス トを抑える経済性を兼ね備えた庁舎とする。

誰もが利用しやすい庁舎
・年齢や性別を問わず、誰もが利用しやすい、ユニバーサルデザインを導入する。
・窓口は、ゆとりあるスペースの確保、わかりにくさや不便さの解消を行い、市民サー
ビスの充実及び利便性、快適性の高い庁舎とする。

⑤豊かな緑と歴史が調和した長岡京らしい庁舎
・西山から市街地への緑の流れや歴史を尊重し、街並みの景観と調和した長岡京らしい

4
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デザインの庁舎とする。
・敷地内を積極的に緑化するなど、周辺環境にも配慮し、ゆとりと潤いのある景観を創

出する。

⑥将来の変化に柔軟に対応出来る庁舎
・将来における人口減少や少子高齢化など、社会状況の変化による行政サービスの多様

化に柔軟に対応できる、適正な規模の庁舎とする。
・施設の長寿命化を図るため、維持管理が容易にできる庁舎とする。

基本理念、基本方針は長岡京市第 4次総合計画第 2期基本計画における柱「まち」、分

野「市街地」の施策「中心市街地の整備の推進」における実施計画事業に相応しい設計

内容と考える。

(2)配置計画について

①基本的な考え方
・仮設庁舎の建設を行わず、2段階庁舎整備とする。

・アゼリア通り側に 1期庁舎を建設し、現本庁舎南棟及び東棟部分に 2期庁舎を建設す

る。
・歩行者に対する圧迫感軽減のため、アゼリア通りをはじめ道路からの離隔距離を確保

した上で敷地内に植栽や歩行空間を設ける。

②玄関・出入口
・多方面からの出入口を設ける計画とする。

・歩行者動線と車両動線を明確に分離し、来庁者の安全性を確保する。

・車両出入口を敷地北側に計画することで、アゼリア通りに対する交通の影響を最小限

とする。
・車椅子利用者も利用しやすいよう複数のスロープを設ける。

③市民広場
・エントランスホールや産文ホールと近接して計画し、イベント利用時など、一体的な

利用ができる配置計画とする。耐荷重の高い舗装とすることで、キッチンカーや軽 ト

ラなど車両を使ったイベントも可能とする。

・災害時にはボランティア拠点として使用する。

・雨天でも快適に利用できるよう屋根を設置する。

④駐車場・駐輪場
。おもいやり駐車場 4台 (地上 3台、地下 1台 )を庁舎出入口近くに設け、車椅子

利用者や子供連れも乗り降りしやすいようにし、屋根を設けることで降雨、降雪時の

利用に配慮する。
・敷地内駐車場として、平面駐車場 44台、地下駐車場 60台 を確保する。

(別途、分庁舎 1・ 2の敷地内に 64台の駐車場有り。)⇒ 計 168台

・敷地内駐輪場として、北側駐輪場 46台、西側駐輪場 20台、東側駐輪場 50台 を確

保する。 (別途、分庁舎 1・ 2の敷地内に 20台の駐輪場有り。)⇒ 計 136台

高齢者の運転誤操作による衝突事故が日常的に報じられていること。このことを勘

案して駐車場八日付近の路面に凹凸か所を設けることや、塗装によって段差が有るよ

う疑似的に見せかけ速度低下を促す。この後者の事例は京都府亀岡市事故防止対策例

である。

⑤歩道の拡幅等
・南側の敷地内に歩道を拡幅することで、庁舎ヘアプローチしやすい計画とする。
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・将来的な計画に備え、敷地内の西側に歩道を設けることとし、庁舎ヘアプローチしや

すい計画とする。

【監査結果に対する措置状況について】

④駐車場・駐輪場

運転誤操作による衝突事故の防止を目的に、各所に停止線を設けて、車室には車止

めを設置することを計画しています。

(3)ゾーニング計画について

①階構成の考え方
・新庁舎は、地上 5階建の 1期庁舎と地上 8階建の 2期庁舎で構成する。
・地下は、駐車場のほか、各種倉庫や機械室を配置する。
・コア (階段、エレベーター (EV)、 トイレ (WC)な ど)は東西両側と中央エントラン

ス部に集約して配置し、エレベーターは中央エントランス部に 2台、東側に 1台配

置する。
・市民の休 日利用可能エリアと窓ロエリア及び執務室エリアは、セキュリティ対策のう

え区分し、1期庁舎中央エレベーターをメイン動線とする。
・1期庁舎は、1～3階に市民の利用頻度が高い市民福祉関係窓日、税関係窓口を配置
し、4階は対話推進部 (秘書課)、 総合政策部 (デジタル戦略課)、 市民協働部 (防災・

安全推進室、自治振興室、総務課)、 5階には議会機能を配置する。
・2期庁舎は、1～3階ににぎわい施設、産業文化会館的機能、保健センター的機能を配

置し、4～ 6階は内部管理や事業部門の部署を配置、7、 8階は独立性を有する行政委員

会等や大会議室を設置する。
バリアフリー化とセキュリティ確保は トレー ドオフの関係にあると考えられるが当

該階構成はその相反性を合理的に解決するものと考えられる。

各階平面計画、景観計画及びユニバーサルデザインについては割愛する。

(4)防災計画

①基本的な考え方
・災害発生時に、災害対策本部の機能を十分に発揮できるよう、救援活動や復旧・復興

活動の拠点としての機能強化を図り、市民の安全と安心を確保する庁舎とする。

②防災拠点計画
1)緊急、災害時の拠点機能

1階ロビー、市民広場、産業文化会館の大会議室は、支援活動を行 うボランティ
ア等の一時的な受入れを想定し、炊き出しスペース、待合スペースなどを必要に応
じて設置できる計画とする。

2)災害対策本部機能

災害時に迅速かつ円滑な指揮統制ができるよう、防災設備を備えた会議室を設置

するとともに、情報収集及び伝達に必要な電話回線やネットワーク回線等の整備を

行 う。
3)災害対応設備

災害発生時の業務継続性を確保し、緊急対応が迅速に行えるよう、72時間 (3日

間)連続運転可能な自家発電設備やガスコージェネレーション設備を設置する。
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上下水道断絶時を想定し、上水・雑用水 (井水利用)の 2系統による給水を行 う

とともに、地下には緊急排水槽を設ける。

4)地震対策

・耐震安全性の目標

大地震発生時においても補修することなく継続使用できるよう、「官庁施設の総合

耐震計画基準」 (国 土交通省大臣官房官庁営繕部)による耐震安全性能の分類は、

構造体 I類、建築非構造部材 A類、建築設備甲類を適用する。

地震発生後、速やかに機能継続が可能な免震構造を採用する。

・免震構造

免震構造は、免震層 (ゴム・ダンパー)で地震の揺れに追従せず、揺れが早 く収ま

る。
・建物に揺れが伝わ りにくいため、家具や設備類が転倒・落下する可能性が低 く、建

物や設備の修復もほとんど発生 しないことから、地震発生後においても機能の継続

が可能。
・地下 1階駐車場の柱頭部を免震層 とする中間免震 とする。

免震ゴムの定期点検作業は狭院な場所での実施 となるため手順書を作成 して墜落

転落事故防止を図る。また定期点検を確実にして経年劣化等の早期発見に努める。

【監査結果に対する措置状況について】

4)地震対策

承知しました。免震装置点検手順書、定期的な点検計画を作成します。

(5)環境計画

基本的な考え方

・エネルギー消費量の少ない高効率設備機器を導入する。

・太陽光や通風など自然の恵みを活かした環境にや さしいシステムを積極的に活用する。

・外の熱を入れない、内の熱を逃がさない高断熱化に取 り組む。

・ライフサイクルコス トに配慮 した構造及び設えとする。

② 自然エネルギー等の活用

1)井水利用

井水を雑用水に利用するため、井水利用可能な設備を設置する。

2)雨水利用

雨水を植栽散水に利用するため、雨水の再生利用が可能な設備を設置する。

3)自 然素材 (市内産木材等 )

環境負荷の軽減、人体への安全性及び快適性等を考慮 して、市内産木材をはじめと

する自然材料を使用する。

4)ク ール&ヒ ー トチューブ

地中熱を利用 した外気負荷低減を図るため、外気導入の為の配管を確保する。

5)太陽光発電システム

自然エネルギーを活用 した電力を利用するため、太陽光発電設備を設置する。

③外部熱負荷の抑制
。外壁の断熱、屋根の高断熱化、高気密サッシの採用による断熱を行 う。
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４

一

・庇、ルーバーにより直射日光を遮断する。
・開口部ガラスに Lo…Eガ ラスを採用し、夏季の日射熱の侵入及び冬季の暖房熱の流

出を抑制する。

ライフサイクルコス トの低減
・維持管理しやすい庁舎

執務スペース等は大空間、パーテーション等による間仕切り壁、OAフ ロアとし、将

来のレイアウト変更に柔軟に対応できる計画とする。そのほか設備機器を中心とした

維持管理の効率化のため、省エネ管理システムを導入する。また、日常保守業務の効

率化や省力化のため、機器の標準化を図る。
・環境計画については下記事項の検討をされることが望ましい。

①熊本県等で地震発生時にはマンホール トイレが有効であった。ついては緊急事態に備

えて トイレ対応のマンホールの増設を設計段階から配置されることの有用性をコス ト

面からも検討する。

②ライフサイクルコス トパフォーマンスの試算では、従来工法と採用工法の両者のイニ

シャルコス トの上にランニングコス トが加算された比較を行い両者費用の逆転年度を

推定する。

【監査結果に対する措置状況について】

(5)環境計画について

①設計時にマンホール トイレも含めて災害時の対応を検討 した結果、新庁舎では、

上水、雑用水 (井水)の 2系統による給水を行 う計画とした上で、便所洗浄水に

ついては日常より井水利用を行 うほか、停電、断水等になった場合においても、

自家発電設備による継続した給電対応により、通常時と同様の トイレ利用が可能

な計画となっています。

②今後の課題として検討 します。

5 設計根拠または準拠 した指針について

建築設計、電気設備設計、機械設備設計で準拠 した基準類は特記仕様書等で確認 した。

6 設計 (図面)の妥当性及び整備状況について

発注者の理念・基本方針が建築、電気設備・機械設備の設計技術に反映され関連基準類

の遵守が確実であることが確認できた。

一方、製本 した図面類には設計者、市側の押印が確認できなかった。ついては押印省略

の長岡京市の該当規定等が根拠であるならばその旨の注釈が欲 しい。

また、内部、外部、屋根等の仕上げ表について各階の部屋ごとの仕上げ表等については

シックハ ウス、環境計画の側面からも特に問題は無かった。

【監査結果に対する措置状況について】

6 設計 (図面)の妥当性及び整備状況について

今後の設計時における注釈等を検討します。
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7 構造計画等について確認した事項 (一部建築設備を含む)

(1)準拠基準及び設計指針などについて
・建築基準法・同施行令・告示等
・2015年版建築物の構造関係技術基準解説書 (国土交通省住宅局建築指導課監修)

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (国土交通大臣官房官庁営繕部)

・建築構造設計基準 (国土交通大臣官房官庁営繕部)

・日本建築学会各種計算規準・設計指針等
・構造計算に使用したソフトの種類

SuperBuild/SS7(一 貫構造計算ソフト)

DynamicPRO(地 震応答解析)

(2)耐震性の目標
。新庁舎は、災害応急活動に必要な施設として、大地震発生後においても構造体の補修

をすることなく、人命の安全確保に加えて十分な機能確保を図る。「官庁施設の総合耐
震・対津波計画基準」(国土交通大臣官房官庁営繕部)に よる耐震安全性能の分類は、構
造体:I類、建築非構造部材 :A類、建築設備 :甲類を適用する。

・本建物は地下 1階柱頭免震構造を採用し、構造体の分類は I類相当として計画する。
耐震安全性の分類、活動内容は災害応急活動に必要な施設で情報伝達/災害対策の指揮
等のための施設である。対象施設は指定行政機関が入居する施設、指定地方行政機関の

うち地方ブロック機関が入居する施設、指定地方行政機関のうち東京日、名古屋圏、大

阪圏及び大震法の強化地域にある機関が入居する施設。

長岡京市新庁舎は大阪圏及び大震法の強化地域にある機関が入居する施設である。
・荷重条件と目標値については割愛。

(3)構造計画

①構造概要

構造分類 :免震構造 (地下 1階柱頭を免震層とする中間免震)

構造種別 :地上   鉄筋コンクリー ト造 (一部プレストレス トRC造、 S造 )

地下   RC造
架構形式 地上 純ラーメン架構

地下   耐震壁付ラーメン架構

基礎   直接基礎 (浅層改良工法を用いたべた基礎)

②構造種別及び架構形式

1)構造種別
・構造種別は、鉄骨造 と比較 して剛性が高く、常時の居住性、地震時の免震効果 (揺

れ低減)及び経済性に優れる鉄筋コンクリー ト造 とする。
・張間方向のスパンは 9.7～ 13.4m程度 として執務室を無柱空間とし開放的で自由度

の高い空間となるよう計画する。張間方向の大スパン梁は、有害な変形、振動障害

の防止に有効なプレス トレス ト鉄筋コンクリー ト造 (PRC造)の梁 とする。
・市民広場の屋根架構は、軽快な印象を与え開放的な空間となるよう、部材断面が

鉄筋コンクリー ト造 と比較 して小 さい鉄骨造 とする。

2)架構形式

・地上階の架構形式は、将来のレイアウ ト変更に柔軟に対応できるよう、内壁は乾

式仕様を基本 とした純ラーメン架構 とする。
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。地上階の外壁は主に鉄筋コンクリー ト壁とする。平面的、立面的に剛性のバラン

スがとれた構造とするため、柱際に構造スリット(完全スリット)を設ける。
・地下階の架構形式は、地下外壁を耐震壁とする耐震壁付きラーメン架構とする。

3)建替計画

敷地南側に 1期庁舎建設後、現庁舎南棟と東棟を解体し、2期庁舎を建設する。
1期庁舎と2期庁舎の連結部は、1期庁舎建設時に連結用の躯体を跳ね出しておき、2

期庁舎建設時に眺ね出し部の躯体を研り鉄筋を露出させ、2期庁舎の鉄筋と継手を設

け、2期庁舎の躯体を打設する計画とする。
4)使用材料

割愛

③免震構造の計画
1)免震構造概要

構造分類は免震構造とし、建物を長周期化することで、地震時における上部構造の

応答加速度を低減する。構造体の損傷防止に加え、建物内の什器、設備機器類の転倒、

配管の損傷を防ぐことで、人命の安全確保に加えて十分な機能確保を図る。

地下 1階駐車場の柱頭部を免震層とする中間免震とし、基礎免震と比較して掘削量

を低減し経済的な計画とする。

免震部と非免震部の水平方向のクリアランスは600mを確保する。

2)免震装置

免震装置は、建物を長周期化し地震動から上部構造を絶緑する機能 (ア イソレータ

ー機能)と 、地震エネルギーを吸収する機能 (ダンパー機能)が必要とされる。

鉛プラグ入り積層ゴムは、アイソレーター機能とダンパー機能の両方を持つ。

天然ゴム系積層ゴム、弾性すべり支承 (低摩擦タイプ)は、アイソレーター機能のみ

を持つ。弾性すべり支承 (低摩擦)は、水平抵抗が 0に近く、天然ゴム系積層ゴムよ

リアイソレーター機能に優れる。

免震層全体として適度な水平剛性、減衰力を持つよう「鉛プラグ入り積層ゴム」「天

然ゴム系積層ゴム」「弾性すべり支承」を組合せて計画する。中間免震で免震装置の

周囲が室扱いとなるため、各免震装置には耐火被覆を施す。

3)免震装置の配置計画

免震装置は、柱の下に 1台ずつ配置し、建物重量を安定して支持できるよう選定す

る。免震装置は、免震層全体として適度な水平剛性、減衰力を持ち、かつねじりが生

じないよう(偏心率≦0.03)、 バランスよく配置する。

建物外周部には、免震層のねじり剛性を確保するため主に鉛プラグ入り積層ゴムを

配置する。建物中心部には、水平剛性、減衰力の調整を図り、主に天然ゴム系積層ゴ

ム支承及び弾性すべり支承を配置する。

市民広場屋根架構下は、上部構造が軽量であるため、軸力によらずアイソレーター

機能を発揮できる弾性すべり支承を配置する。

8 設備概要について

(1)電気設備 (設計)概要の抜粋

①受変電

受電方式        :1回 線 3相 3線式 6,600V 電力柱

契約電力        :905k w
形式          :屋 内
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キュー ビクル

変圧器仕様

進相コンデンサー

仕様

②発電機 用途 。容量

原動機の種類

燃料

③照明器具
地下タンク 7,000の

監視カメラ 仕様

台数

⑤太陽光出力

(2)衛生設備 (設計)概要の抜粋

①給水 系統       :上 水
水槽仕様     :FRP複 合板
容 量     :7ポ

②給湯 一般給湯制御   :個 別式

給湯熱源     :ガ ス式 電気式
③排水 方式 (屋内)   :汚 水・雑排水  分流 (厨房排水)

④ガス 方式       :中 圧引込
⑤衛生器具 大便器    :洗 浄便座

小便器    :自 動洗浄
⑥消火 種類       :屋 内消火栓 ・消火器・窒素ガス・泡消火

消火水槽 21.4ピ  防火水槽 40ピ

(3)空調設備 (設計)概要の抜粋
温熱源         :ガ スコージェネ

冷温熱源        :冷 温水発生機

:一般

:乾式 6台 2,000k v a
:高圧 4台
:乾式

:非常用 420k v a
:デ ィーゼル

:軽油 (サー ビスタンク 9502、

:LED
:ネ ットワーク

:24台
:10k w

115 k w

422 k w

(4)昇降設備 (設計)概要の抜粋

仕様          :乗 用  2
人荷用 1

ム
ロ　ム
ロ

1,000k g
l,300k g

9 請負代金内訳書について

特に問題は無かった。

10 積算について

特に問題は無かった。

(1)建築工事の積算に使用 した基準類
「公共建築工事積算基準」 (国 土交通省大臣官房官庁営繕部監修)平成 31年版
「建築数量積算基準 。同解説」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)平成 29年度版
「建設物価」等

(2)単価 とその根拠

特に問題は無かった。

4
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11 入札の経緯について

公募、入札から落札業者決定までの経緯、請負金額に問題は無かった。

12 契約関連書類の整備状況について

契約書、内訳書、着工届、工程表、現場代理人届出及び監理技術者届出の氏名、国家

資格名、事業主と継続的な雇用関係を示すもの、専任者であることを示す文書等に問題
は無かった。

13 諸届 と保険類について

前払金の保証証書、公共工事履行保証証券、賠償責任保険への加入、建設工事保険、

火災保険、建設業退職金共済掛金収納書、下請負通知書、再下請通知書、監督職員通知

書等に特に問題は無かった。

14 着工後の書類調査について

(1)施工計画書

管理方針、施工体制、工程管理計画、安全衛生管理計画、環境保全管理計画品質管理計
画/項 目 (品質管理指標と管理基準等々が個々の施工計画書毎への明記)に特に問題は無
かった。
(2)総合施工計画書
①総合仮設計画 (揚重、仮設足場、架設通路を含む)

②山留施工計画

③桟橋施工計画

④地盤改良施工計画

⑤掘削施工計画

⑥切梁施工計画

⑦地下/地上躯体施工計画

③産業廃棄物処理計画等に特に問題は無かった。
(3)使用材料届並びに承認願い

適切に処理されており特に問題は無かった。

15 1施工管理資料の整備状況について

①工事写真
日付明示、各施工段階で品質の状況が把握できるよう撮影され、整理されていた。

②日報、月報、週報等が適切に記録されていた。
③出来形検査結果

監督員の検査を適切に受け、その状況が把握できる状態になっていた。
品質の各種試験結果は適切に整理されていた。

⑤産業廃棄物処理計画は適切であった。

16 安全衛生管理

計画書及び組織、労働基準監督署への届出が適切であった。

また、安全看板類の掲示も適切でフルハーネス型墜落制止用器具の装着使用にも問題

は無かった。

４

＾
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17 監督員記録の整備状況

指示・報告・承認のルールや書式、記録類が適切に記録され押印されていた。

18 施工状況について

施工状態 (建築工事)については 3S活動も適切で品質管理、出来形管理が適切に実

施 されていた。

19 その他

現在設置 されている定置式タワークレーンのブームがアゼ リア通 り側に倒壊すると

大きな災害に至ることは想定できる。ついては ドローンによる空撮によってガン トリー

シーブやブームシーブからの起伏 ワイヤーの脱索等の高所の点検実施を検討 して下さ

い。設計面、施工面でも本質安全設計、施工計画に取 り組まれて合理的なリスク回避の

施策が確認できました。更なるリスク回避をお願い し全工期無災害の達成を祈念いた し

ます。

以 上

【監査結果に対する措置状況について】

19 その他

起伏ワイヤーの脱索等を含めたブームの安全点検については、受注者にて月例点検

を実施しています。
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4長 監 委 第 7号

令 和 4年 5月 24日

長岡京市議会議長

三 木 常 照 様

長岡京市監査委員

田 中 恭 介

同

進 藤 裕 之

例 月 現金 出納検査 の結果 報告 につ いて

地方 自治法第 235条 の 2第 1項 の規定に基づき、例月現金出納検査 を

実施 したので、その結果を同条第 3項 の規定によ り次の とお り提出 します。



■
■

例 月 現 金 出 納 検 査

検 査 実施 の期 日及 び対象

令 和 4年 2月 24日   令和 4年 1月 分

一般 会 計 、特別 会計 、水道 事業会 計 、公 共 下水 道 事 業会 計

3月 25日   令 和 4年 2月 分

一般 会 計 、特別 会 計 、水道事 業会計 、公 共 下水 道 事 業会 計

4月 25日   令 和 4年 3月 分

一般 会 計 、特別 会 計 、水道 事業会 計 、公 共 下水 道 事 業会 計

2 検 査 の方 法

検 査 の対象 に係 る現金 の 出納事務 につ いて 、計数 は正確 か 、現金 、預

金 等 の管 理 状況 が適 正 で あ るか ど うか に主 眼 をお き、それ ぞれ の 関係 諸

帳 簿類 、証 書類 との照合等 に よ り実施 した。

検査の結果

関係諸帳簿類 、証書類により計数審査を行い、その数値 と各月におけ

る現金、預金現在高 と照合 した ところ、計数はそれぞれ符合 し正確であ

り出納事務は適正であると認 め られた。

ｎ
０



令和3年度 現金収支現計表

区 分

前月からの

繰 越 額

(A)

収 入

1 月 分 2 月 分 3 月 分
計

(B)

般 計 2,934,353,631 1,905,226,048 2,623,776,274 6,051,045,885 10,580,048,207

特

月|」

計

国 民 健 康 保 険 事 業 △ 82,622,483 519,689,660 502,888,620 787,972,548 1,810,550,828

乙訓休 日応急診療所 △ 20,975,282 2,769,987 10,540,331 23,486,280 36,796,598

介 護 保 険 事 業 ∠ゝ347,447,782 595,912,370 351,960,077 752,712,259 1,700,584,706

駐 車 場 事 業 △ 11,726,711 0 0 8,232,055 8,232,055

後期高齢者医療事業 55,730,724 134,885,000 52,892,191 335,059,403 522,836,594

財    産    区 694,845,814 0 546 7 553

3,039,965 0 7 0 7

29,358,753 0 180 7 187

4,357,445 0 3 0 3

26,232,969 0 116 0 116

23,663,032 0 0 0 0

512,169,365 0 206 0 206

94,714,117 0 31 0 31

1,310,168 0 3 0 3

歳 計 外 現 金 383,320,857 340,617,413 339,288,714 345,277,768 1,025,183,895

基 金 の 繰 替 運 用 0 0 0 0 0

△
計 3,605,478,768 3,499,100,478 3,881,346,753 8,303,786,205 15,684,233,436
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支 出

1月 分 2 月 分 3 月 分
計

(C)

収支残 高

(A)+(B)― (C)

1,765,389,114 2,779,419,781 4,690,189,038 9,234,997,933 4,279,403,905

568,626,817 576,026,013 863,104,913 2,007,757,743 ∠:ゝ 279,829,398

7,085,644 4,440,026 6,051,748 17,577,418 △ 1,756,102

577,833,693 558,301,028 560,366,424 1,696,501,145 △ 343,364,221

304,700 38,377,010 38,681,710 △ 42,176,366

167,265,677 56,465,029 155,458,692 379,189,398 199,377,920

16,078,161 2,103,240 1,173,800 19,355,201 675,491,166

3,039,972

29,358,940

4,357,448

26,233,085

23,663,032

15,158,161 2,103,240 1,173,800 18,435,201 493,734,370

920,000 920,000 93,794,148

1,310,171

326,123,694 337,116,974 330,699,835 993,940,503 414,564,249

3,428,402,800 4,314,176,791 6,645,421,460 14,388,001,051 4,901,711,153

円
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令和3年度 水道事業会計合計残高試算表

借 方

勘 定 科 目

残   高 累   計 3 月  分 2  月  分 1  月  分 12月 末 累 計

12.696.285,368 24.280,700,468 359,771,850 32.161,693 16.862,179 23.871,904,746 固定資産

24.269,471.505 24.271.885,286 358,727,800 32.161.693 16.862,179 23.864.133,614 有形固定資産

1,044,050 1,044.050
有形固定資産減●債
却累計額

7,771,132 7,771,102 7,771.132
=形

固定賣産

2,737.008,349 21.175,743.155 4.861,700.862 1,029,825,527 1,082.662,037 14.201,654,729 流動資産

2,305,447.486 17.o73.813,031 3.858,842.122 777,767.221 826.865,673 11.615,338.015 現全預全

231,302,390 3,585,032,493 788.550,553 236.447.860 238.836,200 2.321,197.880 未収全

費倒 引当全

29,007,050 44,749,848 1,210,675 1,278.870 l.252,160 41,008,143 貯澤 品

10,866,000 11,120.354 3.622,000 4,500 3.622,000 3,871.854 前払金

189,980,726 456,027.429 209.475.512 14.327,076 11.986,004 220,238,337 その 1直 流動贅産

15,584,950 7.755,513 7,829,437 固定負債

7,755.513 7,755,513 引当奎

企業債

7.829,437 7,829,437 リース債務

4.082.198,758 553,797,397 320,158,838 244,920,688 2.963,321.833 流動員債

一時借入金

2,583,540,244 339.011,998 154,177.002 141,655,974 l,948.696.270 未払全

110,121.555 11.611,160 14.836.360 8.050.900 75.623,135 前受全

283,205,843 99,773,709 42.566.439 140,865,695 企業債

11,927.178 3.063,336 1.009,620 1,008,775 6.845,447 リース債務

16,621.120 16,621,120 引当全

1,076,782,818 100,337.194 107,569,417 94,205,039 774,671.168 その他流動負債

5,204,523,292 105,000 5,204,418,292 繰延収益

420,000 105.000 315,000 長期前受全

5,204,103.292 5.204,103.292 5,204,103,292
長期前受全収益化果

計額

資本金

自己資本金

剰余金

資本剰余金

利益剰余金

水道事業収益

営業収益

置案外収益

特別利 益

1.464,790,717 1.464.820,445 257.093.525 137,069,610 115.487.299 955,170,008 水道事業費用

1,399,182,796 l.399,212,524 237,992,103 124,632.544 115,436,678 921.151,199 営業費用

64.602,731 64.602,731 19,072,141 12.426,579 47.575 33,056.436 者業外■月

1.005,190 1,005,190 29,281 10,490 3.046 962.373 特別損失

十俯,

56,223,571.068 6,040,224,147 1,519,215.671 1,459,832.203 47.204,299,047 合   計16.898,114.434
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(単位 :円 )

貸 方

2 月  分 3 月  分12月 末 累 計 1 月  分 累   計 残   高

61.150 77,000 1.223.860 11,504,415.10011.583.048.100

1.046,781 61.150 77.000 1.220,860 2.413,731

11.582.001.319 11.582,001.319 11.580.957.269

11.969.442.555 1,031.561.109 1.004,683.407 4.433.017,735 18.430.704.806

9.709.137.219 779.513.151 781.750.919 3.502.964.256 14.773.365.545

2.113.419.007 251.121.058 221.529,116 767.660,922 3.353,730.103

29.515,306 29.566.306 29.565,306

12,067,275 926,900 l,097.600 1,351.020 15.742,795

249,854 4.500 254.354

161,041.537 266.046,703105,003,894 1.272

4.509,952.591 499,800.000 5,009,752.591 4.994,167.641

104.813.360 177.057.847184.813.360

4.258.389,052 499,300,000 4.750.689,052 4,758.689,052

66.250,179 53,420.74266,250,179

3,403.276.127 276.638,285 351,740.813 815.343.891 4.851,999.116 769,300,358

1,960.506.503 145,602,147 226.915,052 604.203.848 3.O17.227.550 433.687.306

124.251.530 7,401,020 12,720,400 9.594.200 153.967.150 43.045,595

283.205.843 283.205.843

ll,927,17811,927.178

16.621.120 16.621.120

121.545,843 1.369.050.275 292.267.4571.011,763.953 123.635,118 112.105.361

3.175,792.3108.263,411,516 7.515,000 4.635.000 104,754.086 8,380,315,602

8,263,411.516 7.515,000 4.635.000 104,754.086 8,380,315,602 3.379.895.602

775,896.007 775,396,007 775.896.007

775,896.007775.896,007 775,896.007

5.365,665.560 6.365,665,6605,365.665.560

43.280,409 43.280,409 43,280.409

5.322.385.151 5,322.305,151 5.322,385,151

1,328.606.591 144,056.659 158,066,723 186.062.585 1,816.792.550 1.816,792.558

1.811.299,2231,325,012.213 143.932,232 157.944.350 184.410,428 1.311,299,223

0,594,078 124,427 122,373 1,652.157 5,493.335 5,493,335

12,728 17.000 29,728

17.000 29,72812,723

66.223.571.061 16.898,114.43447,204.299,047 1,459.832.203 1.519,215,671 6.040.224,147
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令和3年度 公共下水道事業会計合計残高試算表
借 方

● 定 科 日
残   高 黒   計 3  月  `) 2 月  分 1  月  分 12月 末 累 計

39,985,645,452 46,682,181,580 189.164,081 l.340.695 1.326.150 46,489.350.657 固定贅凛

42.980,074,568 42.980.074.568 129,857,184 1.040.695 1,326.150 42.046.550.539 有ルロ定贅産

有形日定賣こ減●■

却■訃

“3.698.107.015 3.698.107,015 59,306.897 3,638,800.118

“

″固定贅こ

4,000.000 4.000.000 4.000.0∞ 投,そ の他贅鷹

567,436,150 7.181,477,038 1.444.578,735 396.594.616 339,904,387 6.000,319.600 流動贅産

134.154,700 4.043.765.178 1.063.623,557 101,805.469 202,819,179 2.595.516.973 現全 口奎

324,322.488 3,019,443,321 337.797.210 206,271.397 125,165.506 2.350,209,208 未●全

未収全費倒引当全

35,273.400 35.273.400 11,757.800 11,767.300 il,757,800 前払全

82.995,939 82,995,939 31.40o.168 8.517.750 242,402 42,335.619 その咆■●贅産

1.032.732 1.332,732 固定負債

企彙姜

1.332,732 1,832.732 う1当 全

4.587,767.6al l,747.o54,942 150.997.587 104.246.009 2.585.469.:43 流動負債

265,0()0.000 160,000,000 :05,000,000 ―峙僣入金

1,491,765.809 700,308.063 50.049.575 741,400,171 企業●

2.821.007.481 886.741. 179 100,948.012 104.246,009 1,729,072.281 未払全

9,988.691 9,988,691 引当全

5,700 5,700 その■濾●■債

4,782.611,457 3.206.062 3.003.000 4,776.402.395 腱廷収益

6.200.062 3.206.062 3,003.000 ■月前受奎

4,776.402.395 4,776.402,395 4,776.402.395
■月前受奎収益化■
■●

贅本全

贅本全

84.234.046 84.234.046 剰余全

資本

"余
全

84.234.046 利査

"余
全

53.357,258 40,802.558 12.549.000 5,700 下水道事桑収益

3.919,470 3.913.770 5,700 者彙収

`
49,437,788 36.888.788 12.549,000 苦彙外収

=

特別利益

914.241.569 914.849,486 287,068.543 102.876.523 6.629,411 510,375.009 下水道事業費用

657.639,470 658,247.387 176.807.777 89,464,237 6.526.656 386,448,717 営■費用

255,618,652 255,618,652 110.239,925 13.405,586 131,973,141 首彙外 費用

983.447 983.447 20.341 6.700 2,755 953.151 ,別根失

41.467,323,171 64,288,312,081 3.713,717.653 667.861.421 452,586,467 69,454.156.550 合   計
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貸 方

12月 末 累 計 1  月  分 2  月  分 3 月  分 累   計 残   高

6.696.536.131 6.696.536.131

6.696.536.131 6,696.536.1316.696.536.131

3.9,X),768.143 318,819.597 298.304.733 2,006,149,215 6.614.041.688

1%.∞ 3.809 150.948.012 1,190,504.679 3.9(09,610,4782.364.153.978

1,617.3oO,788 122.815,788 147.356.721 807,644,536 2,695,120,833

9,310.377 9,310,3779,310,377

173.800,000 15.494.801.036 15,492.968.30415,321.001.036

15,307,142,603 173,800,000 15,480.,42,603 15,480,942.603

12,025,70113.850,433 10,350,433

19,964,404 175,025,354 1.386,700.952 5,056.906.997 469,139,3163.525,216.287

105,000.000 160,000.000 265,000,000

1,491.765,3091,491,765.809

l.826.672.621 8.594,933 163,277,173 1.163.593,019 3,162, 137,746 341,100.265

9,988.6919,988.691

11,748,181 10.107.933 128,O14.751 128.009.05191,789,166 11.369.471

25,606.672,712 71.273.116 59,944,991 25,737,89(0,319 20,955,279,362

71.273.116 59.944.991 25,737.890,819 25.731,681,75725,606.672,712

2.495.620.536 2.495.620.5362.495.620.536

2.495,620.536 2.495.620.536 2.495,620,536

298.559.211 214,325,165298.559,211

185,988,907 185,988.907 185,988,9o7

112.570.304 112.570.304112.570.304

113.802.466 123,258.218 137,112.495 1.893.347,746 1,009,9910,4381,519,174,577

1,117.310.504 113.301,735 l17.669.050 136.906.353 1,485,687,702 1.401,760.232

401,864,013 721 5,589,168 206.142 407.660.044 358.222.256

607.917 607.917

607,917 607.917

59,454,156.550 452,506.457 667.861.421 3.713.707.653

“

,288,312.081 41,467,323.171

円 )
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